
一
頁

○
総
務
省
令
第
九
十
四
号

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
三
十
九
条
第
七
項
、
第
七
十
三
条
第
一
項
及
び
第
百
四
条
の
三
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
電
波
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

総
務
大
臣

原
口

一
博

電
波
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
四
条
の
六
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

無
線
電
話
、
遭
難
自
動
通
報
設
備
、
レ
ー
ダ
ー
そ
の
他
の
小
規
模
な
船
舶
局
に
使
用
す
る
無
線
設
備
と
し
て
総
務
大
臣

が
別
に
告
示
す
る
無
線
設
備
の
み
を
設
置
す
る
船
舶
局
（
国
際
航
海
に
従
事
し
な
い
船
舶
の
船
舶
局
に
限
る
。
以
下
「
特

定
船
舶
局
」
と
い
う
。
）

第
四
十
一
条
の
二
の
六
中
第
二
十
三
号
を
第
二
十
四
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。



二
頁

八

船
舶
局
（
Ｆ
二
Ｂ
電
波
又
は
Ｆ
三
Ｅ
電
波
一
五
六

か
ら
一
五
七
・
四
五

ま
で
の
周
波
数
を
使
用
す
る
空
中
線
電
力

MHz

MHz

五
ワ
ッ
ト
以
下
の
携
帯
し
て
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
の
み
又
は
こ
れ
と
第
十
二
号
の
レ
ー
ダ
ー
の
み
を
設
置
す
る
も

の
に
限
る
。
）

第
五
十
一
条
の
十
五
第
二
項
の
表
三
の
四
の
項
中
「
及
び
法
第
二
十
七
条
の
三
十
二
」
を
「
、
法
第
二
十
七
条
の
三
十
二
及

び
法
第
七
十
条
の
七
第
二
項
（
法
第
七
十
条
の
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
る
。

別
表
第
五
号
中
「
第
四
十
一
条
の
二
関
係
」
を
「
第
四
十
一
条
の
四
関
係
」
に
改
め
、
同
表
十
⑵
中
「
船
舶
安
全
法
」
の
下

に
「
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
」
を
加
え
、
同
十
⑶
中
「
⑴
及
び
⑵
」
を
「
⑴
か
ら
⑶
ま
で
」
に
改
め
、
同
⑶
を
同
十
⑷

と
し
、
同
十
⑵
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑶

特
定
船
舶
局
で
あ
つ
て
Ｆ
二
Ｂ
電
波
又
は
Ｆ
三
Ｅ
電
波
一
五
六

か
ら
一
五
七
・
四
五

ま
で
の
周
波
数
を
使
用
す

MHz

MHz

る
無
線
設
備
、
遭
難
自
動
通
報
設
備
（
船
舶
安
全
法
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
に
よ
り
備
付
け
を
要
す
る
も
の
を

除
く
。
）
、
簡
易
型
船
舶
自
動
識
別
装
置
及
び
レ
ー
ダ
ー
以
外
の
無
線
設
備
を
設
置
し
な
い
も
の

五
年

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


